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令和元年１１月１９日庁議資料

市内３駅の路上喫煙等禁止区域の指定に
ついて

自衛消防訓練の実施について

令和元年度第27回庁議　議事要旨（記録）

【付　議】
１．市内３駅の路上喫煙等禁止区域の指定について
　・説明員：ごみ減量課長
　（内容は別紙「庁議付議事案　審議要旨」のとおり）

【報告事項】
２．自衛消防訓練の実施について
　・説明員：総務課長
　＜内　容＞
　　１１月２５日（月）に実施予定の自衛消防訓練について、事前説明があった。

３．令和元年台風第１５号及び第１９号への対応について
　・説明員：防災安全課長
　＜内　容＞
　　９月９日（月）発生の台風第１５号及び１０月１２日（土）発生の台風第１９号への対
　応について、報告があった。

出席者（１３名）

庁議メンバー

令和元年台風第１５号及び第１９号への対応
について



議事要旨公開・時限非公開の別
①
②

庁議付議事案　審議要旨（記録）（令和元年１１月１４日開催） 令和元年１１月１９日庁議資料

　付議事案名 ：市内３駅の路上喫煙等禁止区域の指定について 　提案課　生活環境部　ごみ減量課

決裁後公開します （※②をチェックした場合、その理由）

（庁議で集約）後公開します

１．付議事案の概要 ３．主な意見・質疑・確認事項等
１．付議目的（理由）
　　市では環境美化及び受動喫煙防止の観点から市内全域で他人の迷惑となる路上喫
  煙等を禁止しており、あわせて国立駅南口周辺においては路上喫煙等禁止区域を指
  定し、公共の場所における吸う人と吸わない人との相互理解・空間分煙を実施して
  いる。
    現在、国や都においては多数の人が利用する公共施設や店舗等の施設での望まな
  い受動喫煙を防ぐ法令の整備を進めており、当市においても路上等公共の場所での
  望まない受動喫煙を防止するため、路上喫煙等禁止区域を新たに指定することにつ
  いて庁内の合意形成を図るため庁議に付議する。

２．経過及び現状
　〇平成26年4月 国立市ポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の防止並びに路上喫煙等の
                制限に関する条例を施行し、国立駅南口周辺路上喫煙等禁止区域の
                運用を開始。
　〇平成31年1月 庁内検討会にて市内3駅周辺の路上喫煙等禁止区域(案)の報告書を
　　　　　　　　作成。
　〇令和元年7月 庁内検討会報告書に関するパブリックコメントを実施。
　〇令和元年9月 パブリックコメントを受け、庁内検討会で路上喫煙等禁止区域を決
                定。

３．具体的な措置
    市内3駅にて路上喫煙等禁止区域を指定する。

特になし。

２．集約

原案の内容で確認し、事務を行っていく。


